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市
で
は
、
市
民
を
は
じ
め
全

国
の
皆
さ
ん
に
「
日
本
の
て
っ

ぺ
ん
応
援
基
金
」
を
募
り
、
そ

れ
ら
を
財
源
の
一
部
と
し
て
次

世
代
に
つ
な
が
る
特
色
あ
る
事

業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
思
い
に
反
映
し
た

事
業
に
活
用
し
て
い
き
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

寄
付
金
の
使
い
道
は
、
次
の

６
つ
の
事
業
か
ら
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

①
教
育
及
び
少
子
化
対
策

②
国
内
及
び
国
際
交
流

③
福
祉
及
び
医
療

④
環
境
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

⑤
地
場
産
業

⑥
文
化
及
び
ス
ポ
ー
ツ

寄
付
の
方
法
／

寄
付
申
込
書
で
寄
付
金
の
使

い
道
を
指
定
し
、
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
郵
送
、
フ
ァ
ッ

ク
ス
、
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
確
認
後
、
市
か
ら

振
り
込
み
方
法
に
つ
い
て
ご
案

内
し
ま
す
。

※
寄
付
申
込
書
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

猿
寄
付
を
さ
れ
た
際
、
税
法
に

よ
り
優
遇
措
置
を
受
け
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

煙
個
人
の
場
合

　
寄
付
金
の
う
ち
、
適
用
下
限

額
２
千
円
を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
は
、
一
定
の
限
度
額

ま
で
所
得
税
と
合
わ
せ
て
全

額
控
除
に
な
り
ま
す
。

煙
法
人
の
場
合

　
全
額
損
金
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
市

秘
書
広
報
課
秘
書
グ
ル
ー
プ
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寄付状況（平成24年3月現在）

金額件数

2,544千円32H21年度

1,822千円35H22年度

3,539千円32H23年度

トラブル防トラブル防止止のの豆豆知識知識 ②
　　 　 …「通信販売について」

稚内市消費者センター 緯23‐4133
　住　　所：中央4丁目16番2号
　　　　　　保健福祉センター2階
　受付時間：10時～12時、13時～16時
　　　　　　（土日、祝日、年末年始を除く）

虚虚ポイント虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚
テレビ、ラジオ、カタログ、インターネットなど

を利用した通信販売には、返品などに関する注意事

項【返品特約】が記載されています。もし、返品に

関して何も記載がない場合は、商品到着後８日間以

内であれば返品が可能です。(送料は自己負担)

★広告に表示されている商品の説明や、返品特約は

必ず確認しましょう。

★注文した内容はメモなどに控えておきましょう。

虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚

  消費生活でお困りの際は
　　　　  消費者センターにご相談を外

今
月
は
、
成
年
後
見
制
度
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知

症
、
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が

い
等
の
理
由
で
判
断
能
力
が
十

分
で
な
い
方
々
を
保
護
し
、
支

援
す
る
制
度
で
す
。

成
年
後
見
制
度
は
、
大
き
く

分
け
る
と
、「
法
定
後
見
制
度
」

と
「
任
意
後
見
制
度
」
の
二
つ

が
あ
り
ま
す
。

◆
法
定
後
見
制
度

す
で
に
精
神
上
の
障
が
い
が

あ
る
と
医
師
に
よ
り
判
断
さ
れ

た
場
合
に
利
用
で
き
る
制
度
で

す
。
具
体
的
に
「
後
見
」「
保
佐
」

「
補
助
」
の
三
つ
に
分
か
れ
、
判

断
能
力
の
程
度
な
ど
本
人
の
事

情
に
応
じ
て
選
択
し
ま
す
。

法
定
後
見
制
度
に
お
い
て
は
、

家
庭
裁
判
所
に
申
し
立
て
を
行

い
、
そ
こ
で
選
ば
れ
た
成
年
後

見
人
等
（
成
年
後
見
人
・
保
佐

人
・
補
助
人
）
が
、
本
人
の
利

益
を
考
え
な
が
ら
、
主
に
次
の

よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
本
人
を

保
護
・
支
援
し
ま
す
。

毅
本
人
を
代
理
し
て
契
約
な
ど

の
法
律
行
為
を
す
る

毅
本
人
が
自
分
で
法
律
行
為
を

す
る
と
き
に
同
意
を
与
え
る

毅
本
人
の
同
意
を
得
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
契
約
し
て

し
ま
っ
た
不
利
益
な
法
律
行

為
を
後
か
ら
取
り
消
す

◆
申
し
立
て
に
つ
い
て

原
則
と
し
て
本
人
居
住
地
を

管
轄
す
る
家
庭
裁
判
所
に
対
し

て
、
本
人
、
配
偶
者
、
四
親
等

内
親
族
等
が
行
い
ま
す
。

親
族
か
ら
虐
待
を
受
け
て
い

る
、
親
族
と
連
絡
が
つ
か
な
い
、

二
親
等
内
親
族
が
い
な
い
こ
と

な
ど
が
確
認
さ
れ
、
親
族
に
よ

る
申
し
立
て
が
望
め
な
い
場
合

は
、
市
町
村
長
が
後
見
開
始
の

審
判
申
し
立
て
を
行
い
ま
す
。

◆
任
意
後
見
制
度

本
人
に
ま
だ
十
分
な
判
断
能

力
が
あ
る
う
ち
に
利
用
で
き
る

制
度
で
す
。
将
来
判
断
能
力
が

不
十
分
に
な
っ
た
場
合
に
備
え

て
、
あ
ら
か
じ
め
援
助
し
て
く

れ
る
人
（
任
意
後
見
人
）
を
決

め
契
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
の

相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。
制
度

の
詳
細
や
費
用
等
、
ま
た
成
年

後
見
制
度
と
は
別
に
、
日
常
的

に
金
銭
管
理
等
を
支
援
す
る
事

業
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
紹
介

し
て
い
ま
す
。

※
旭
川
家
庭
裁
判
所
稚
内
支
部

で
も
、
制
度
に
つ
い
て
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／

　
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

包
括
支
援
グ
ル
ー
プ
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次
回（
２
月
号
）は
、

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」に

つ
い
て
で
す
。

（
１
月
号
は
お
休
み
で
す
）

わ
が
ま
ち
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

⑥
「
 成
  年
  後
  見
 制
度
」

せ
い
 ね
ん
 こ
う
 け
ん

皆
さ
ん
の
応
援
で
マ
チ
を
元
気

皆
さ
ん
の
応
援
で
マ
チ
を
元
気
にに
外外

日
本
の
て
っ
ぺ
ん
応
援
基
金

認知症に
なったら
どうしよう…




